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（修正）重要な後発事象の発生に伴う「平成24年3月期 決算短信［日本基準］ 

（連結）」の一部修正に関するお知らせ 

 

重要な後発事象の発生に伴い、平成24年5月14日に公表しました「平成24年3月期 決算短信［日本基準］（連

結）」の一部を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

【修正の内容】 

３７頁 

＜修正前＞ 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

＜修正後＞ 

（重要な後発事象） 

  当社は、平成24年５月21日開催の当社取締役会において、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」とい

います。）を割当先とする優先株式（Ａ種優先株式及びＢ種優先株式。以下Ａ種優先株式及びＢ種優先株式

をあわせて「本優先株式」といいます。）の発行を決議し、平成24 年６月27 日開催の当社定時株主総会に

おいて、本優先株式発行に必要な発行可能株式総数の増加等に関する承認を得ました。その内容は以下のと

おりです。 

１．第三者割当による本優先株式発行 

（１）募集株式の種類 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 

（２）募集株式の数 1,600,000,000株 340,000,000株 

（３）発行価格（払込金額） １株につき200円 1株につき2,000円 

（４）発行価額の総額 320,000,000,000円 680,000,000,000円 

（５）払込期間 平成24年７月11日から同年７月25日まで 

（６）増加する資本金の額 160,000,000,000円 340,000,000,000円 

（７）増加する資本準備金の額 160,000,000,000円 340,000,000,000円 

（８）募集方法等 第三者割当の方法により、機構に全株式を割り当てる。 

なお、本優先株式発行における第三者割当後、機構の総議決権数に

対する所有議決権割合は50.11％(注)となり、機構は新たに支配株主に

該当することとなる。 

（注）平成24年３月31日現在の総議決権数（15,932,191個）に、Ａ種優先株式1,600,000,000株に係る議決

権数（16,000,000個）を加えた数（31,932,191個）を分母として計算しております。 

２．手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 

 払込金額の総額1,000,000,000,000円から発行諸費用概算額3,640,000,000円を差し引いた差引手取概算額
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996,360,000,000 円については、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施に万全を期し、着実な廃止措置につい

て全力で取り組む万全の態勢を整えるとともに、電力の安定供給のために必要な資金として、平成27年３月末

を目途に随時使用することを予定しております。 

 

以 上 
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